
                    

新 コ 第 １ ７ ７ 号  
令和５年９月２７日 

公益社団法人岡山県医師会長 殿 

 

岡山県保健医療部長 

 

 

岡山県における１０月以降の医療提供体制の概要について 

 

平素より新型コロナウイルス感染症対策に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

さて、１０月以降の医療提供体制について、令和５年９月１５日付厚生労働省から

の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行

及び公費支援の具体的内容について」を踏まえて、本県では以下のとおりといたしま

すので、貴会会員に周知くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１ 国の方針 

① １０月以降は確保病床によらない形で、幅広い医療機関でコロナ患者を受け

入れる体制へ移行する。 

② 病床確保は感染拡大時のみとし、感染が落ち着いている段階では病床確保を

しない。 

③ 確保病床数は、各県の即応病床数の段階ごとの上限を国が示す。 

④ 確保する病床は、重症・中等症Ⅱ、特別な配慮が必要な患者、医師の判断で

特に高いリスクが認められる患者に重点化する。 

⑤ 令和５年１０月から令和６年３月を対象とし、令和６年４月以降は通常の対

応に完全移行する。 

 

２ 県の方針 

 （１）原則として確保病床は終了し、すべての病院で確保病床によらない形でコロ

ナ患者を受け入れる体制に移行する。 

 （２）感染拡大時に限り、救急医療のひっ迫を回避するため、例外的に次の病床を

確保する。 

① ＩＣＵ 

② 重症対応可能な病床（重症又は人工呼吸器管理が必要となる可能性の高い者

等が対象） 

③ 透析 

④ 精神 



 
                   

（３）国が示した計算式による確保病床数は次のとおり。 

入院者数 ～２４８人 ～３７３人 ～５９６人 ５９７人～ 

確保病床数 ０床 ３１床 １２４床 １６６床 

 （４）感染状況に関わらず中等症Ⅱまでの患者はすべての医療機関で受入をお願い 

します。  

 （５）「見える化」ホームページ（感染状況を共有する県のホームページ）の更新 

は平日のみとする。 

 （６）医療機関間で調整困難な場合の県の相談対応は原則として平日の８時３０分 

～１７時１５分とする。 

 

 

（連絡先） 
〒700-8570  
  岡山市北区内山下二丁目４番６号 
 新型コロナウイルス感染症対策室医療調整班 

TEL(086)226-7949 
E-mail: corona-md@pref.okayama.jp 

 















国の方針

・１０月以降は確保病床によらない形で、幅広い医療機関でコロナ患者を受け入

れる体制へ移行する。

・病床確保は可能だが、各県の即応病床数の段階ごとの上限を国が示す。

・確保病床は、重症・中等症Ⅱ、特別な配慮が必要な患者、医師の判断で特に高

いリスクが認められる患者に重点化する。

・感染が落ち着いている段階は、病床確保料を支給しない。

・１０月から３月を対象とし、来年４月以降は通常の対応に完全移行する。





●５類移行（５月８日）後

全ての病院※に病床確保と

中等症Ⅱまでの患者を受入れを依頼

➡５２６床確保

※産婦人科単科病院等を除く。

岡山県の現況
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6月以降の新型コロナ入院状況
青：確保病床 茶：確保病床外



●確保病床は原則終了。

全ての病院で確保病床によらずコロナ患者を受け入れる体制に移行。

●感染拡大時には、救急のひっ迫回避のため、例外的に次の病床を確保する。

（病床数は国の示す上限の範囲内）

①ICU

②重症対応可能な病床（重症又は人工呼吸器管理が必要となる可能性の高い者等が対象）

※現在の重点医療機関、二次救急の病院（外科を主に標榜する病院等を除く）で８月に受入れ実績のある

病院に文書で依頼予定

③透析、精神科病床

１０月以降の医療提供体制

★病床確保の性質が変わります。

入院が必要な患者➡重症患者等に限定



国資料
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第8波の入院者数 重症・要配慮者（推計・25%） ピークの8/10

ピークの1/2 ピークの1/3 確保数（国の上限）

248

国の上限目安による確保病床数

373

596

0
31

124 166

745



入院者数
病床確保しない

248

373

596

745
第８波
最大値

段階Ⅰ：３１床まで
ＩＣＵ、透析、精神病床

段階Ⅱ：１２４床まで
重症対応可能な病床を追加

段階Ⅲ：１６６床まで
ＩＣＵ、重症対応可能な病床を追加

想定以上に病床が必要になった場合、追加依頼
する場合があります。

※10月１日からは段階Ⅰで開始の見込み

（10月中は、感染者数が基準に満たない場合も段階Ⅰの病床確保が可）

0

段階の切り替えは県から通知

段階ごとの確保病床について

病床数0 31 124 166



・ＩＣＵ １８床程度 現在確保いただいている病院の中から確保を依頼

・透析病床 １４床 現在の確保病院に継続を依頼

・精神病床 ４床程度 １か所に集約して依頼

・重症対応可能な病床

１３０床程度 重点医療機関の１５病院、二次救急病院（主に外科等を標榜する

病院を除き、８月に確保病床への入院受入れの実績がある病院）のうち５２病院

に各１～３床

※該当の病院には別途文書で依頼します。

※10月１日からは段階Ⅰで開始の見込み。病床数はいずれも段階Ⅲの最大値です。

病床確保

中等症Ⅱまでの患者は全ての病院で受入れをお願いします。



●病床確保料、クラスター発生時の特例 ➡ 別途説明

●入院調整 医療機関間で調整

調整困難な場合の県の相談対応は継続

電話：086-226-7949 原則：土日祝日を除く8時30分~17時

●感染状況の共有 継続 ➡ 別途説明

新型コロナ対策への県の支援




